
八 尾 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の

一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 15号  

八 尾 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例

施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

第 １ 条  八 尾 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行

規 程 （ 令 和 ７ 年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（使用水量の認定） （使用水量の認定） 

第 21条  条例第 29条の規定による使用水量

の認定は、次に掲げる水量により行う。

ただし、メーターの故障その他の理由で

料金算出の基礎となる水量が不明の場合

の使用水量の認定は、企業長が別に定め

る。 

第 21条  条例第 29条の規定による使用水量

の認定方法は、企業長が別に定める。 

(１ ) 前年同期間の使用水量  

(２ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認め られると きは、直 前の計量 期

間における使用水量 

 

(３ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認め られると きは、直 前 12か月間

における平均使用水量 

 

(４ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認め られると きは、 10日以上の 使

用日数に基づく日割計算水量 

 

２  前項各号の規定により認定を行うこと

が適当でないと認められる場合は、その

都度最善な方法により行うものとする。 

 

３  使用水量の認定において、１立方メー

トル未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。 

 

 

 

（共同住宅等の料金の算定及び徴収の特

例） 

（共同住宅等の料金の算定及び徴収の特

例） 

第23条  （略）  第 23条  （略）  



２  前項に該当する場合において、使用水

量を各戸又は各箇所均等とみなして料金

を算定するときは、当該各戸又は各箇所

に 25ミリメートルの口径のメーターが設

置されているものとして算定する。 

 

３  第１項に該当する場合のほか、各戸の

使用水量を一括表示により計量できる共

同住宅等で、企業長が必要と認めるとき

は、別に定めるところにより、当該共同

住宅等の各戸の使用水量を計量し、それ

ぞれに条例第 26条の規定を適用して当該

各戸の料金を算定することができる。 

２  前項に該当する場合のほか、各戸の使

用水量を一括表示により計量できる共同

住 宅 等 で 、 企 業 長 が 必 要 と 認 め る と き

は、別に定めるところにより、当該共同

住宅等の各戸の使用水量を計量し、それ

ぞれに条例第 26条の規定を適用して当該

各戸の料金を算定することができる。 

４ （略） ３ （略） 

５  第３項の規定の適用を受ける共同住宅

等について、当該共同住宅等に係るメー

ターにより計量した水量が各戸の使用水

量の合計を超えるときは、企業長は別に

定めるところにより、当該超えた水量に

係る料金を使用者、所有者又は管理人か

ら徴収する。 

４  第２項の規定の適用を受ける共同住宅

等について、当該共同住宅等に係るメー

ターにより計量した水量が各戸の使用水

量の合計を超えるときは、企業長は別に

定めるところにより、当該超えた水量に

係る料金を使用者、所有者又は管理人か

ら徴収する。 

６  第１項又は第３項の規定の適用を受け

ようとする住宅の使用者は、別に定める

と こ ろ に よ り 、 こ れ を 企 業 長 に 申 し 込

み、料金その他の取扱いに関し契約を締

結しなければならない。 

 

５  第１項又は第２項の規定の適用を受け

ようとする住宅の使用者は、別に定める

と こ ろ に よ り 、 こ れ を 企 業 長 に 申 し 込

み、料金その他の取扱いに関し契約を締

結しなければならない。 

 

第 ２ 条  八 尾 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行

規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（工事費の算出方法） （工事費の算出方法） 

第11条  （略） 第11条  （略） 

(１ )～ (４) （略） (１ )～ (４) （略） 

(５ ) 間接経費は、前各号に掲げる費用

の合計額に100分の 10以内の率を乗じて

得た額と し、その 率及び算 出方法に つ

いては、企業長が別に定める。 

 

(５ ) 間接経費の算出方法については、

企業長が別に定める。 

 

（ 水 道 施 設 の 新 設 等 に 要 す る 費 用 の 負

担） 

（ 水 道 施 設 の 新 設 等 に 要 す る 費 用 の 負

担） 

第29条  （略）  第 29条  （略）  



２ （略） ２ （略） 

３ （略） ３ （略） 

(１ )～ (３) （略） (１ )～ (３) （略） 

(４ ) 間接経費は、前３号に掲げる費用

の合計額に100分の 10以内の率を乗じて

得た額と し、その 率及び算 出方法に つ

いては、企業長が別に定める。 

(４ ) 間接経費の算出方法については、

企業長が別に定める。 

(５ ) （略） (５ ) （略） 

４・５ （略） 

 

４・５ （略） 

 

（料金等の納期限） （料金の納期限） 

第32条  （略）  第 32条  （略）  

２  （略） ２ （略） 

３  第１項に規定する納期限及び前項に規

定する振替日が大阪広域水道企業団会計

規程（平成 23年大阪広域水道企業団管理

規程第 27号）第 21条第３項に規定する日

曜日等（以下「日曜日等」という。）に

当たるときは、その日の翌日とする。 

３  第１項に規定する納期限及び前項に規

定する振替日が大阪広域水道企業団会計

規程（平成 23年大阪広域水道企業団管理

規程第 27号）第 21条第３項に規定する日

曜日等に当たるときは、その日の翌日と

する。 

４  加入金等の納期限は、納入通知書を発

行した日の翌日から起算して 20日目に当

たる日（当該日が日曜日等に該当する場

合にあっては、これらの日の翌日）とす

る。 

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規 定

は 令 和 ８ 年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


